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=
研
究
ノ
ー
ト
=

瀬
戸
内
海
の
公
用
通
行
に
関
わ
る
情
報
と
播
磨
室
津
・
名
村
氏

-
　
長
崎
上
便
御
下
向
の
事
例
を
手
掛
か
り
に
　
-

鴨

頭
　
　
俊
　
　
宏

は

じ

め

に

本
稿
は
、
近
世
瀬
戸
内
海
の
公
用
通
行
に
関
わ
る
情
報
機
能
の
本
質

を
解
明
す
る
と
い
う
大
き
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
一
段
階
と
し

て
、
当
該
地
域
に
お
け
る
情
報
伝
達
の
キ
ー
・
マ
ン
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
る
　
(
姫
路
落
御
船
手
姐
)
室
津
詰
小
船
頭
・
名
村
次
兵
衛
の
活
動

に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

本
課
題
に
取
り
組
む
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
水
本
邦
彦
氏
の
公
儀
浦

触
及
び
そ
の
順
達
ル
ー
ト
に
関
す
る
研
究
成
果
に
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
。
公
儀
浦
蝕
と
は
、
幕
府
勘
定
奉
行
所
を
は
じ
め
と
す
る
幕
府
諸
機

関
が
発
す
る
公
儀
蝕
の
一
種
で
あ
り
、
い
わ
ば
近
世
当
時
の
海
事
に
関

わ
る
情
報
伝
達
の
基
本
で
あ
る
。
同
氏
は
、
全
国
的
な
そ
の
ル
ー
ト
に

つ
い
て
、
(
1
)
　
「
幕
1
藩
の
ル
ー
ト
を
経
る
こ
と
な
く
、
村
継
ぎ
で
伝

達
さ
れ
む
こ
と
(
情
公
儀
浦
触
通
達
の
原
則
)
、
(
2
)
複
数
の
段
階

を
経
た
上
で
、
宝
暦
期
(
一
七
五
一
～
一
七
六
三
年
)
　
に
「
①
全
国
的

な
伝
達
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
発
給
さ
れ
る
勘
定
所
触
れ
と
、
②
代

官
や
遠
国
奉
行
所
発
給
の
地
域
触
れ
、
の
二
極
構
造
を
と
っ
て
完
成
さ

(
2
)

れ
安
定
化
す
る
」
　
こ
と
、
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
同
論
は
あ
く
ま
で
公

儀
蝕
を
通
じ
た
上
意
下
達
、
す
な
わ
ち
支
配
権
力
か
ら
通
行
予
定
の
海

路
上
に
前
も
っ
て
通
達
す
る
と
い
う
機
能
整
備
の
視
点
に
基
づ
く
も
の

で
あ
り
、
関
連
す
る
情
報
機
能
全
体
を
踏
ま
え
た
上
で
と
い
う
訳
で
は

な
い
。
本
質
に
つ
い
て
総
括
を
す
る
た
め
に
は
、
在
地
の
情
報
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
も
踏
ま
え
て
、
一
件
の
通
行
に
お
い
て
、
地
域
レ
ベ
ル
で
総
じ

て
ど
の
よ
う
な
情
報
が
伝
達
さ
れ
て
い
た
の
か
を
網
羅
す
る
必
要
が
あ

る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
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と
り
わ
け
瀬
戸
内
海
に
お
い
て
は
、
宝
暦
期
以

降
も
藩
直
営
の
御
茶
屋
が
各
地
で
存
続
・
経
営
さ

れ
て
お
り
、
公
用
通
行
の
補
助
・
接
待
は
、
落
権

力
が
直
接
担
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

(
3
)

い
る
。
通
行
補
助
を
藩
権
力
が
直
接
担
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
関
わ
る
情
報

の
伝
達
に
も
直
接
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
今
回
試
み
よ
う
と

す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
　
(
図
一
)
　
の
公
儀
浦
触
通

達
の
構
造
に
お
い
て
、
藩
が
ど
の
よ
う
に
独
自
の

情
報
ル
ー
ト
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
l

で
は
、
当
該
地
域
の
情
報
ル
ー
ト
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
解
明
が
な
さ
れ
た
の
か
が

第
一
の
問
題
点
と
な
る
。
柚
木
学
氏
は
、
江
戸
時

代
に
お
い
て
は
、
(
安
芸
地
乗
り
航
路
)
=
(
「
瀬
戸

内
海
に
お
け
る
海
上
公
路
」
)
　
と
設
定
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
航
路
に
沿
っ
て
本
陣
、
御
茶
屋
、
そ
し

て
番
所
が
置
か
れ
、
そ
れ
ら
が
「
公
式
の
海
駅
」

と
指
定
さ
れ
て
い
た
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
こ
れ

ら
の
海
駅
同
士
で
船
や
発
火
な
ど
を
用
い
て
情
報

(
1
)

交
換
を
行
っ
て
い
た
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

か
ら
の
具
体
化
・
深
化
と
な
る
と
、
十
分
進
め
ら

(
5
)

れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
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(図1)　公儀浦触を通じた上意下達の構造(宝暦期以降)(筆者作成)

(※1)水本邦彦氏の公儀浦蝕及びその煩遠ルートに関する論稿、「公儀浦蝕についてJ

(1990年)、「〈公債浦舷〉発給の諸段階」(1995年)ほかに基づき作成。

(だ2)本因は、幕府勘定奉行所が発給する場合。

(i!i3)国中r?」は、本稿の毘題となる在勤藩役人間の情報伝達を指す。



瀬戸内海の公用通行に関わる惰報と播磨室津・名相氏(嶋頭)

【

6

)

前
稿
「
瀬
戸
内
海
の
公
儀
浦
触
ル
ー
ト
と
津
和
地
御
茶
屋
」
に
お
い

て
は
二
八
原
家
文
缶
の
内
・
明
和
八
二
七
七
一
)
年
の
長
崎
上

佳
日
下
向
に
関
す
る
記
録
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
公
儀
浦
蝕
山
陽
ル
ー

ト
　
(
以
下
、
「
山
陽
ル
ー
ト
」
と
略
記
)
　
を
通
じ
た
在
勤
淳
役
人
問
の

事
前
惰
報
の
伝
達
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
長
崎
上
債

の
何
下
向
に
際
し
て
は
、
(
1
)
　
山
陽
ル
ー
ト
に
お
い
て
も
「
御
浦
触
」

で
は
な
く
二
段
階
(
①
江
戸
出
立
1
大
坂
、
⑦
大
坂
以
西
)
　
で
発
給
さ

れ
る
先
飴
楕
報
が
順
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
(
2
)
在
播
磨
室
津
の
姫

路
語
役
人
・
名
村
次
兵
衛
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
、
大
坂
を
起
点
と
し

て
発
せ
ら
れ
る
先
触
情
報
の
山
陽
ル
ー
ト
へ
の
接
続
が
成
立
し
て
い
た

こ
と
、
の
二
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
、
同
事
例
の
分
析
だ
け
で
名
村
氏
の
位
置
付
け
を
試
み
て
も
、

大
坂
1
室
津
・
名
村
氏
1
山
陽
ル
ー
ト
、
と
い
っ
た
一
本
の
情
報
ル
ー

ト
に
お
け
る
一
拠
点
と
し
て
の
姿
し
か
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
具
体
的
に
は
、
明
和
八
年
の
事
例
で
見
ら
れ
た
名
村
氏
本

人
が
活
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
明
和
～
寛
政
期
間
の
四
四
事
例
す

べ
て
に
注
目
し
た
上
で
、
同
氏
を
巡
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
情
報
ル
ー
ト

が
成
立
し
て
い
た
の
か
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
、
名
村
氏
を
巡
る
問
題
の
所
在
-
名
村
次
兵
衛
が
発

す
る
異
な
る
二
種
類
の
書
簡
-

本
節
で
は
、
ま
ず
名
村
次
兵
衛
の
情
報
活
動
に
対
す
る
着
眼
点
を
明

確
化
す
べ
く
、
同
氏
が
作
成
・
発
信
し
た
、
以
下
の
二
つ
の
書
簡
に
つ

い
て
比
較
・
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

【
史
料
こ
　
明
和
五
　
二
七
六
八
)
年
八
月
一
八
日
条
(
「
八
原

(
八
月
)

家
文
書
」
の
内
、
「
子
歳
御
用
日
記
」
)

同
月
十
八
日
　
(
中
略
)

室
津
来
状
写

以
飛
札
致
啓
上
候
、
然
者
長
崎
御
奉
行
・
、
石
谷
備
後
守
様
、
御
勘

定
・
上
羽
与
平
次
様
、
御
普
請
役
・
柑
本
佐
平
衡
様
、
一
昨
十
三

日
大
坂
御
着
被
成
、
同
所
と
0
室
津
迄
陸
路
御
旅
行
被
成
候
由
、
尤

来
ル
十
六
日
大
坂
御
出
立
二

而
可
有
御
座
旨
御
奉
行
付
御
役
人
中

御
知
せ
如
斯
御
座
候
、
(
中
略
)

八
月
十
五
日

名
村
次
兵
衛

尾
関
九
郎
兵
衛
宛

(
「
八
原
家
御
用
日
記
」
第
一
巻
、
一
九
八
五
年
)

【
史
料
二
】
　
安
永
五
二
七
七
六
)
年
八
月
二
二
日
条
(
「
八
原

(
八
月
)

家
文
書
」
の
内
、
「
申
歳
御
用
日
記
」
)

同
月
十
三
日
　
(
中
略
)

室
津
来
状
写

(
八
月
)

以
飛
札
致
啓
上
候
、
然
者
久
世
丹
後
守
様
当
月
九
日
大
坂
御
出
立

。
両
室
津
迄
陸
路
御
旅
行
可
被
成
筈
。
両
、
来
ル
十
二
日
勤
酎
御

着
可
被
成
之
由
、
酢
釘
之
通
御
廻
状
到
来
之
由
放
下
占
申
軋
侯
-
一

l
誌
知
七
中
上
候
、
右
昔
」
筋
だ
訂
不
年
齢
待
共
許
瑚

先
触
愛
元
江
も
到
来
任
侠
、
此
段
上
筋
占
御
様
子
到
来
致
侯
と
も

相
替
儀
も
無
御
座
候
ハ
ゝ
最
早
得
貴
意
間
数
侯
、
(
中
略
)
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八
月
九
日

阿
部
藤
左
衛
門
当
テ

長
崎
奉
行
・
久
世
丹
後
守
様

八
月
九
日
　
大
坂
御
出
立

同
　
十
H
　
明
石
御
休

同
十
一
日
　
姫
路
御
休

名
村
次
兵
衛

同
夜
兵
庫
御
泊
り

同
夜
加
古
川
御
泊

(
描
磨
室
津
)

同
夜
鮨
御
泊
、
同
十
二
日
室

.
′

(
「
八
原
家
御
用
日
記
」
第
一
巻
、
一
九
八
五
年
)

二
つ
の
史
料
は
、
い
ず
れ
も
長
崎
上
便
御
下
向
に
お
い
て
、
大
坂
を

起
点
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
通
行
予
定
の
確
定
情
報
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
双
方
と
も
、
大
坂
に
お
い
て
室
津
よ
り
海
路
を
選
択
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
旨
を
通
達
す
る
書
簡
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
も
の

の
、
情
報
源
、
そ
し
て
名
村
氏
の
下
に
到
達
す
る
ま
で
の
経
路
は
全
く

別
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
前
者
は
、
(
a
)
「
右
之
趣
上
筋
占
申
送
二
両
明
石
占
申
来
侯
」

よ
り
、
「
上
筋
(
=
・
大
坂
方
面
)
」
か
ら
明
石
(
藩
)
　
の
下
に
「
申
送

(
=
順
達
)
」
さ
れ
て
き
た
情
報
を
、
更
に
名
村
氏
の
下
に
伝
達
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
情
報
に
つ
い
て
特
徴
的
な
の
は
、

「
御
奉
宥
付
御
役
人
中
被
申
侯
」
と
、
先
蝕
に
関
す
る
情
報
で
は
あ
る

も
の
の
、
正
式
な
し
「
御
先
蝕
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
点
で
あ
る

(
名
村
氏
に
至
る
ま
で
の
具
体
的
な
経
路
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
に
て

後
述
。
)
。
筆
者
は
、
本
稿
の
前
段
階
に
お
い
て
、
明
和
五
(
一
七
六
八
)

～
寛
政
一
二
　
(
一
八
〇
〇
)
年
間
の
長
崎
上
便
御
下
向
の
内
、
計
四
四

事
例
の
先
触
情
報
の
順
達
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
が
(
後
出
(
表
二
)

を
参
照
)
、
当
該
時
期
に
お
い
て
は
、
こ
の
　
【
史
料
こ
　
の
伝
達
ル
ー

(
8
)

ト
を
通
常
の
ル
ー
ト
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

対
す
る
後
者
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
名
村
次
兵
衛
本
人
が
「
御
先
触
」

を
入
手
し
、
そ
れ
を
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
入
手
元
に
つ
い
て
は
、

(
C
)
　
「
御
廻
状
到
来
之
由
城
下
占
申
来
侯
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
文
言
の
中
身
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
ま
ず
「
御
廻
状
」
と
は
、
同

書
簡
内
の
　
「
右
之
御
先
触
夏
元
江
も
到
来
任
侠
」
よ
り
、
す
な
わ
ち

「
御
先
触
」
で
あ
り
、
そ
し
て
「
城
下
」
と
は
、
室
津
が
当
時
姫
路
藩

領
で
あ
っ
た
と
い
う
点
よ
り
、
す
な
わ
ち
姫
路
城
下
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
よ
っ
て
、
情
報
の
中
身
、
入
手
経
路
の
双
方
と
も
前
者
(
a
)

と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
達
形
態

自
体
は
、
「
尤
此
旨
上
筋
占
ハ
未
不
参
申
侯
」
よ
り
、
従
来
　
(
=
前
者

(
a
)
)
の
ル
ー
ト
を
通
じ
た
煩
達
が
遅
延
し
た
た
め
に
表
面
化
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
が
、
名
村
氏
本
人
が
、
そ
の
遅
延
を
補

う
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
　
(
同
氏

に
至
る
ま
で
の
具
体
的
な
経
路
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
に
て
後
述
)
。

二
つ
の
史
料
よ
り
名
村
氏
は
、
少
な
く
と
も
二
種
類
の
先
紋
楕
報
に

関
係
し
、
か
つ
三
方
向
か
ら
の
情
報
伝
達
を
そ
の
ま
ま
山
陽
ル
ー
ト
に

合
流
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
役
割
が
、
す

な
わ
ち
本
課
題
に
お
け
る
着
眼
点
な
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
海
事
に
お
け
る
上
意
下
達
は
、
幕
府
公
儀
権
力
が
途
中

藩
権
力
を
経
由
せ
ず
に
村
・
浦
へ
直
通
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た

こ
と
は
「
は
じ
め
に
」
で
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
「
飼
先
態
」
の
場
合

も
、
通
行
者
が
出
発
地
の
伝
馬
所
ま
た
は
問
屋
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
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(
9
)

り
直
接
先
々
の
宿
へ
通
達
さ
れ
て
い
た
と
い
う
特
徴
よ
り
、
同
様
で
あ

る
と
い
え
る
。
姫
路
藩
役
人
の
一
員
た
る
名
村
次
兵
衛
は
、
以
上
の
原

則
に
基
づ
け
ば
、
直
接
的
に
は
途
中
経
由
さ
れ
な
い
立
場
に
あ
っ
た
と

い
え
る
。
そ
の
立
場
に
お
い
て
、
【
史
料
こ
と
　
【
史
料
二
】
双
方
の

パ
タ
ー
ン
の
情
報
活
動
を
行
い
得
た
の
は
、
幕
府
の
意
図
と
は
別
に
、

藩
の
代
表
と
し
て
そ
れ
に
直
接
関
与
し
て
い
く
立
場
を
確
立
さ
せ
て
い

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
藩
権
力
に
基
づ
く
情
報
ル
ー
ト
と
名
村
氏

本
節
で
は
、
ま
ず
前
者
【
史
料
二
中
(
a
)
　
の
情
報
ル
ー
ト
と
名

村
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
く
。

そ
こ
で
、
ま
ず
必
要
と
な
る
の
が
、
名
村
次
兵
衛
が
姫
路
薄
御
船
手

組
と
い
う
組
織
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
立
場
・
役
割
を
担
っ
て
い
た
の

か
を
整
理
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
も
未
解
明
な
部
分
が
多
い
。

こ
の
姫
路
淳
船
手
組
織
に
関
す
る
宝
暦
一
〇
　
(
一
七
六
〇
)
年
の
人

名
簿
(
「
磯
凋
文
書
」
の
内
、
「
辰
七
月
改
御
船
手
分
限
臥
」
l
。
㌃
見
て

み
る
と
、
「
小
船
頭
(
中
略
)
七
石
二
人
扶
持
　
室
津
詰
　
名
村
次
兵

衛
」
と
い
う
表
記
が
あ
り
、
こ
の
人
物
が
前
出
「
八
原
家
文
書
」
に
登

【〓)

場
す
る
名
村
次
兵
衛
を
指
し
示
す
と
ほ
ぼ
断
定
で
き
る
。
「
七
石
二
人

扶
持
」
は
、
同
組
織
の
中
で
も
決
し
て
高
給
と
い
う
訳
で
も
な
く
、
か

つ
多
く
の
中
で
頭
立
つ
と
い
う
地
位
で
も
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
な
ぜ

こ
の
地
位
の
人
物
が
前
節
で
示
し
た
よ
う
な
情
報
活
動
の
役
割
を
担
っ

て
い
た
の
か
、
大
き
な
疑
問
点
と
な
る
と
い
え
る
。
下
里
静
編
　
『
姫
路

藩
御
船
手
組
』
改
訂
版
の
解
説
中
(
註
)
　
に
お
い
て
は
、
同
船
手
組
は

代
々
世
襲
制
を
基
本
と
す
る
が
、
必
ず
し
も
役
職
と
も
世
襲
し
た
訳
で

は
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
「
た
だ
一
つ
の
例
外
と
し
て
、
室
津

詰
小
船
頭
名
村
家
は
、
代
々
役
職
と
も
世
襲
し
た
。
特
殊
事
情
が
あ
っ

(
1
2
)

た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
し
て
お
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
理
由
は

不
明
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
同
氏
が
室
津
詰
小
船
頭
と
い
う
姫
路
淳
の
役
職
に
お
い
て
、

公
用
通
行
に
関
わ
る
情
報
風
連
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
職
務
を
担
っ
て

い
た
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
示
す
職

務
規
程
よ
り
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
三
】
　
「
(
姫
路
藩
)
御
船
手
話
御
用
勒
方
控
」
(
「
室
田
文
書
」

所
収
)

(
二
一
室
津
詰
小
船
琉
)

一
、
御
大
名
様
方
並
公
儀
御
役
人
枝
、
海
上
御
免
走
御
座
侠
御
方
枝

御
通
行
の
節
、
様
子
下
筋
開
合
申
侯
・
逓
戚
d
鰯
咄
笥

切
望
爪
勤
労
威
劇
壇
覇
鰯
川
べ
感
顧
笥
冊
胤
盛
成
育
柵
盈
仇
或
彗
阻
パ
船

頭
封
切
司
.
嘱
遥
領
堕
朝
、
(
中
略
)

42

一
、
長
崎
御
奉
行
餌
通
行
の
節
、
室
津

に
お
い
て

俵
御
召
船
へ
当
室
洋
語
小
船
頭
と
申
挨
拶
に
参
院
輩
、

(井)

一
、
御
大
名
様
方
並
公
儀
初
役
人
様
方
窒
津
湊
へ
靭
入
船
の
掠
、

限
昼
夜
に
開
始
の
儀
御
番
所
よ
り
鞍
仰
付
次
第
羅
山
侯
事
、

不

(
中
略
)

へ
一
八
㍍
え
菩
)

「
嘉
永
二
酉
年
五
月
　
写
　
之
　
」

(
下
里
静
扁
　
「
姫
路
落
御
船
手
組
」
改
訂
版
、
一
九
八
四
年
)



瀬戸内海の公用通行に関わる惰韓と播磨室拝・名相氏(琶頭)

こ
の
よ
う
に
、
室
津
詰
小
船
頭
は
、
長
崎
上
便
(
参
勤
交
代
も
含
む
)

の
室
津
入
津
に
際
す
る
出
迎
え
の
代
表
者
と
し
て
の
役
割
を
担
う
一
方

で
、
「
上
筋
」
　
(
=
大
坂
方
面
)
　
か
ら
伝
達
さ
れ
て
来
る
そ
れ
ら
の
通
行

橘
和
を
受
け
取
り
、
「
下
筋
」
　
(
=
山
陽
ル
ー
ト
上
の
瀬
戸
内
海
諸
港
)

に
項
達
さ
せ
る
と
い
う
一
連
の
役
割
を
、
姫
路
淳
役
人
の
壌
務
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
整
理
し
て
み
る
と
、
ま

ず
情
報
入
手
に
つ
い
て
は
、
文
言
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
姫
路
淳

船
奉
行
が
明
石
淳
や
(
淡
路
島
徳
島
淳
領
)
岩
屋
の
船
奉
行
に
「
聞
合
」

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
入
手
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
よ
っ
て
、
大
坂
1

明
石
活
船
奉
行
所
の
伝
達
と
室
洋
語
小
船
頭
と
を
結
ん
で
い
た
の
は
姫

路
語
船
奉
行
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
山
陽
ル
ー
ト

全
体
の
視
点
で
見
れ
ば
、
名
村
氏
は
、
淳
の
船
奉
行
所
レ
ベ
ル
の
情
報

交
換
と
同
ル
ー
ト
上
の
在
勤
淳
役
人
レ
ベ
ル
の
個
達
、
す
な
わ
ち
本
質

的
に
異
な
る
情
報
ル
ー
ト
同
士
を
結
ぶ
仲
介
役
と
し
て
の
役
割
を
果
た

し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
淳
の
船
奉
行
所
レ
ベ
ル
の
情
報
交
換
と
は
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
名
村
氏
の
下
に

到
達
し
て
い
た
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
寛
政
四

(
一
七
九
三
)
年
八
月
三
〇
日
津
和
地
島
到
達
の
「
尼
ケ
崎
占
来
状
写

し
」
と
、
天
明
七
　
(
一
七
八
七
)
年
の
長
崎
上
便
御
下
向
に
お
い
て
順

達
さ
れ
た
添
付
書
簡
許
と
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
　
(
麦
一
参
照
)
。

【
史
料
四
】
　
寛
政
四
　
二
七
九
三
)
年
八
月
三
〇
日
条
(
「
八
原

家
文
書
」
の
内
、
「
子
歳
御
用
日
記
」
)

尼
ケ
崎
古
来
状
写
し

以
飛
札
致
啓
上
侯
、
(
中
略
)
　
然
者
長
崎
江
御
下
り
之
御
勘
定
方
・

吉
本
嘉
右
衛
門
棟
、
御
普
請
役
・
田
中
又
蔵
様
、
去
ル
十
九
日
大

坂
御
着
。
而
昨
廿
一
日
大
坂
御
出
立
之
旨
今
廿
二
日
承
合
侯
、
尤

室
津
占
御
乗
船
之
趣
。
御
座
候
、
此
段
御
知
七
最
早
後
。
相
成
り
下

筋
御
手
宛
間
違
可
申
、
甚
夕
申
訳
無
無
調
法
御
座
候
、
粛
而
両
地
可

力
域
刻
刺
d
切
っ
惑
堵
申
判
鳴
喝
1
コ
l
望
痢
崩
粛
面
成
功
力
感
感

崎
掛
り
江
計
朴
頼
慣
性
処
略
廿
一
日
御
-
出
頭
喝
曹

相
知
七
呉
侯
得
共
間
違
。
而
致
重
滞
今
廿
二
日
酉
之
刻
過
相
知
申

侯
、
何
共
申
訳
無
御
座
候
、
(
中
略
)

八
月
廿
二
日

(
明
石
着
船
奉
行
)

大
塚
茂
惣
宛

(
尼
崎
藩
船
奉
行
所
)

高
畑
小
兵
衛

(
r
八
原
家
御
用
日
記
』
第
二
巻
、
一
九
八
七
年
)

以
上
を
総
合
す
る
と
、
ま
ず
情
報
の
中
身
自
体
は
、
「
大
坂
表
」
か

ら
尼
崎
藩
大
坂
蔵
屋
敷
に
「
相
知
セ
」
と
、
「
御
先
触
」
発
給
と
は
別

の
、
大
坂
留
守
居
へ
の
伝
達
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

同
蔵
屋
敷
は
、
在
坂
の
諸
藩
蔵
屋
敷
の
組
合
に
お
け
る
代
表
的
な
立
場

を
有
し
て
お
り
、
「
大
坂
表
」
か
ら
諸
藩
へ
の
様
々
な
伝
達
を
受
け
る

(
1
3
)

窓
口
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
長
崎
上
便
御

下
向
に
際
す
る
先
触
情
報
も
、
「
御
先
触
」
本
状
発
給
と
は
別
の
、
そ

の
様
々
な
伝
達
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。次

に
、
具
体
的
な
伝
達
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
尼
崎
藩
船
奉
行
所
か

ら
明
石
藩
塩
屋
村
(
現
兵
庫
県
神
戸
市
)
ま
で
は
「
飛
脚
」
に
よ
っ
て
、

43



表1添付書筒にみる大坂～播磨室津間の情報伝達ルート(筆者作成)

・天明7(1787)年長崎上使御下向の事例に基づき作成。

発 信 地 差 出 人 差 出 日 宛 先 書 簡 表 題 本 文 中 要 点抜 粋

尼　　 崎
尼 崎 藩 船 奉 行 所

・境 野 十 左 衡 門
8 / 11

明 石 音 船奉 行
尼 ヶ崎 占明 石

江 之 来 状

(長 崎 奉 行 ・御 勘 定 方 ・御 普 請 役) 去 八 日大 坂 御

・井 上新 助 当 着 被 成 今 日 彼 地 御 出 立 、 (中 略 ) 右 承 合 先 日 (=

テ 8 / 1 0 ) 差 越 侯 (後 略)

塩 屋 村 庄 屋 ・吉 三 郎
8 / 12

申 中 ノ 刻

東 垂水 柑 ` 大 髭　 (一 、日 尼 ケ崎 ・境 野 十左 衛 門根 占 明石 ・井 上 新 助 枝 へ 被

蔵 谷村 迄　 村 木 卸 状 箱 為 遭 験 、急 御 用 二 両 御座 候 間 以村 継 早 〃御 指 上 可

. 卸 庄屋 中 宅 ブ) 披 成 快 、

明　　 石
明 石 凄 船 奉 行 所

・井 上 新 助

i / lZ
青 木 弥想 右 街

明 石 古肢 路 へ

来 状

尼 ケ崎 御 船 奉 行 ・境 野氏 占 当 領塩 屋 浦 迄 飛 脚 来 状

円、 大 協 角右 之 写 致 進 達 模 、 (中 略 ) 今 夜 (= 8 / 12 ) 亥 刻 前

衛 円 当 塩屋 村 占相 違 慎 二付 、

播 磨 豊 津
室 津 監 小 船 頭

・名 村 決 兵 衛
8 / 2 0

円 山 藩 牛 窓 在 (書 簡 到 着 は 、 8 / 13 直 後 カ) 今 十 三 日右 之 御 方

香 ・河 崎 右 転 様 方 姫 路 当 所 御 通 行柏 済 侯跡 二両 従 上 筋 賑 達 致 到

円七 宛 来 、

(「八原家文書」の内、「未歳御用日記」に基づき作成。)

同
所
よ
り
明
石
藩
船
奉
行
所
ま
で
は
「
村
継
」
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
同

船
奉
行
か
ら
名
村
氏
ま
で
は
、
「
明
石
占
姫
路
へ
来
状
」
写
し
を
そ
の

ま
ま
室
津
に
転
送
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。こ

の
よ
う
な
尼
崎
藩
大
坂
蔵
屋
敷
を
起
点
と
す
る
船
奉
行
所
レ
ベ
ル

の
情
報
伝
達
は
、
「
飛
脚
」
や
「
村
継
」
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
よ
り
、
宿

駅
の
問
屋
継
と
な
る
「
御
先
触
」
と
は
完
全
に
異
な
る
ル
ー
ト
・
形
態

で
あ
り
、
む
し
ろ
公
儀
浦
蝕
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。

現
段
階
で
は
推
定
の
城
を
脱
し
な
い
が
、
当
該
地
域
の
公
儀
浦
蝕
ル
ー

ト
が
そ
の
ま
ま
活
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
山
陽
ル
ー
ト
と
先
蝕
ル
ー
ト
の
接
点
と
し
て
の
名

村
氏

本
節
で
は
、
後
者
【
史
料
二
】
で
見
て
取
れ
た
も
う
一
つ
の
伝
達
経

路
、
す
な
わ
ち
「
卸
先
触
」
　
ル
ー
ト
と
名
相
氏
と
の
接
点
に
つ
い
て
具

体
的
に
明
ら
か
に
す
る
。

【
史
料
二
】
で
示
し
た
名
村
氏
の
「
靭
先
蝕
」
入
手
・
煩
達
の
過
程

に
つ
い
て
は
、
前
出
【
史
料
三
】
の
戟
着
規
程
に
は
明
記
さ
れ
て
お
ら

ず
、
姫
路
藩
の
規
定
外
の
活
動
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
形
態

は
、
(
表
二
)
の
整
理
よ
り
、
安
永
期
(
一
七
七
二
～
一
七
八
〇
年
)

以
降
に
お
け
る
公
用
通
行
全
体
の
山
陽
道
(
中
国
路
)
選
択
の
増
加
・

安
定
化
を
経
て
、
天
明
期
二
七
八
一
～
一
七
八
八
年
)
　
に
お
い
て
往

来
の
淳
役
人
ル
ー
ト
の
順
達
機
能
が
低
下
し
て
い
く
と
い
う
、
一
連
の
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表2　長崎上使卸下向における楕報伝達形態のバターン別分布(明和5-寛政12年)(筆者作成)

N O . 時 期 区 分 件 数

海 陸選 択

バ ター ン ① 富 富 手

煽　　　　 号

先 観 相 校

第 1 段 持
○ X or

不 明
○

0 0r

X

海路 陸 路
先 験 絹 緑

第 2 段 階
○ ○

支 署

克ち
X or
不 司

1
明 和 5 (176 8 ) ～

明 和 8 (177 1) 年
6

(83% )

5
0 (3 3 % ) 2 2 1 0

憑薄 暮 叉 方 昌虻 の 円 外 1 件

あ り。

2
安 永 3 (177 4 ) ～

天 明 元 (178 1)年
8

(88% )

7
1 (7 5 % ) 6 1 1 0

山 焉 ヱ 通 行 の 増 巳 が 安 定 化

(姦 渾 吉 、 1977 ). (要 り

J
天 明 2 (178 2 ) ～

天 明 7 (178 7) 年
9

(67% )

5
3 (2 2 % 1 2 7 0 0

薄 注 入 ル ー トの 琵 琶 已 下 が

琴!権 化 。

寸
天 明 8 (1788 ) ～

寛 政 5 (179 3 )年
1 1

(73 % )

8
3 (5 5 % ) 5 3 2 0

J
寛 政 7 (179 5 ) -

寛 政 12 (18 0 0 )年
10

(30 % )

3
7 (3 0 % ) 3 1 1 5

畏 畦 上 仕 舞 下 向 に 訂 す る 山

持 道 道 だ の 増 缶 が 羽 踵 化。

合　 計 44
(66% )

2 9
1 4 (4 3 % ) 19 14 5 5

(※1)「先触情報」櫓の「O」印は、大坂を起点として譜役人ルートに伝達される完璧惰校が遅延無く最戸内海謂港に
順達されたことを示す。「X」印は、その道である。

(※2)「先触情報第1段階」とは、江戸出立→大坂までの先蝕に関する用駄同「第2段語」とは.大塩以西(海抜選
択も含む)の先蝕に関する情報。

(※3)表中、′くターン①+②が本文【史料日の瓢剛こ、バターン合が　重津先着先幾日こ基づく本文【史料2】の事
例に該当する。

(※4)藤澤晋r近世封建交通史の構造的研究J(福武書店、1977年)。

村
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(
1
4
)

変
化
に
お
い
て
表
面
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
【
史
料
〓
】
　
の
事
例
に
お
い
て
名
村
氏
に
第
二
段
階
の
先

触
情
報
を
伝
達
し
た
の
は
、
(
C
)
　
「
(
姫
路
)
城
下
と
0
申
来
」
よ
り
、

姫
路
城
下
の
在
勤
役
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
(
図
二
参
照
)
。
し
か
し
、

文
言
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
名
村
氏
は
「
御
廻
状
」
　
(
=
「
御
先

触
」
)
　
が
姫
路
城
下
に
到
来
し
た
事
実
と
、
そ
の
要
件
と
を
「
申
来
」

に
よ
り
承
っ
た
だ
け
で
、
こ
の
時
点
で
は
本
状
を
確
認
し
た
訳
で
は
な

(

室

津

)

・

・

　

　

　

(

1

5

)

い
。
「
右
之
御
先
触
愛
元
江
も
到
来
任
侠
、
」
と
、
そ
の
後
に
到
来
し
た

本
状
を
確
認
し
て
、
初
め
て
情
報
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

情
報
自
体
は
、
姫
路
城
下
に
到
達
し
た
「
御
先
触
」
が
問
屋
継
ル
ー
ト

に
よ
り
引
き
続
い
て
室
津
に
順
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

従
っ
て
　
(
図
二
)
　
中
の
　
(
b
)
　
と
　
(
C
)
　
の
情
報
は
同
一
の
も
の
と
な

る
。
こ
れ
ら
二
方
向
か
ら
の
先
触
情
報
に
対
し
て
名
村
氏
本
人
は
、
あ

く
ま
で
　
(
b
)
　
の
本
状
到
来
を
確
認
し
て
「
貴
意
」
　
(
書
簡
に
よ
っ
て

は
「
御
意
」
)
　
を
裏
付
け
て
か
ら
初
め
て
山
陽
ル
ー
ト
へ
合
流
さ
せ
る

こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
天
明
八
(
一
七
八
八
)

年
の
長
崎
上
便
御
下
向
の
事
例
か
ら
も
婁
付
け
ら
れ
る
。

【
史
料
五
】
　
天
明
八
〓
七
.
八
八
)
吏
八
月
廿
七
日
条
(
「
八
原

家
文
書
」
の
内
、
「
申
歳
御
用
日
記
」
)

八
月
廿
七
日

一
、
左
之
通
上
筋
と
8
順
達
到
来
之
旨
蒲
刈
と
0
申
来
、

以
飛
札
致
啓
上
候
、
然
者
先
達
而
御
意
を
得
侯
長
崎
靭
奉
行
・
餌

廿
三
臣
大
坂
御
出
立
披
成
侯
旨
晦
購
城
下
占
申
来
侯
、
範
召
川

蝕
も
致
到
来
侯
処
同
様
。
御
座
候
、
依
之
御
知
ら
せ
如
此
御
座
候
、

此
旨
御
者
之
上
下
筋
江
も
宜
様
御
順
達
可
被
下
侯
、
以
上
、
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八
月
廿
三
日

(
円
山
藩
牛
窓
在
泰
)

河
崎
右
衛
門
七
当
(
後
略
)

名
村
次
兵
衛

(
r
八
原
家
御
用
日
記
」
第
二
巻
、
一
九
八
七
年
)

以
上
の
史
料
よ
り
確
認
さ
れ
た
名
村
氏
の
情
報
活
動
は
、
す
な
わ
ち

陸
上
交
通
路
に
胞
達
さ
れ
る
「
御
先
触
」
を
、
独
自
に
公
儀
浦
蝕
の
代

替
と
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
情
報
活
動
が
、
結
果
的
に
、

前
述
し
た
　
(
a
)
藩
役
人
ル
ー
ト
の
枝
能
低
下
に
対
し
て
【
史
料
三

や
【
史
料
五
】
　
の
形
態
で
以
っ
て
山
陽
ル
ー
ト
上
諸
港
の
先
触
楕
報
の

確
保
に
直
結
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
な
ぜ
名
村
氏
は
「
靭
先
触
」
を
、
姫
路
城
下
か
ら
の
伝
達

と
は
別
に
直
接
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
が
問
題
点
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
推
定
の
城
を
脱
し
な
い

が
、
室
津
詰
小
船
頭
と
し
て
の
窺
務
と
虻
別
に
、
名
村
家
自
作
が
「
釣

先
触
」
を
直
接
受
け
取
る
立
場
に
あ
る
本
陣
　
(
も
し
く
は
間
屋
)
　
と
浣

い
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
両
者
の
問
で
、
語
の
管

轄
外
の
、
先
蝕
情
報
に
つ
い
て
の
公
白
の
提
携
関
係
が
存
在
し
て
い
た

(
1
5
)

か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
c
な
ぜ
な
ら
∴
P
L
妊
露
語
が
定
め

た
室
津
詰
小
船
流
の
葛
古
と
し
て
　
(
b
)
　
の
「
樹
先
態
」
を
受
け
取
る

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
別
に
わ
ざ
わ
ざ
　
(
C
)
　
の
伝

達
を
設
定
す
る
必
要
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。
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お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
瀬
戸
内
海
公
用
通
行
に
際
す
る
事
前
情
報
伝
達
の
キ
ー
・

マ
ン
と
し
て
位
琵
付
け
ら
れ
る
室
洋
語
小
船
頭
・
名
村
次
兵
衛
と
い
う

人
坊
の
役
割
に
つ
い
て
空
理
を
試
み
た
。
具
体
的
に
は
、
①
淳
の
船
奉

行
所
レ
ベ
ル
の
情
報
交
換
(
【
史
料
こ
)
、
⑦
「
御
先
般
」
(
【
史
料
三
)
、

の
異
な
る
二
接
頭
の
情
報
が
、
な
ぜ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
同
氏
の
下

に
到
達
し
て
い
た
の
か
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
伝
達
・
接
続

の
経
路
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
段
階
で
は
　
(
図

二
)
　
の
伝
達
径
路
を
提
示
す
る
に
至
っ
た
。

「
は
じ
め
に
」
で
論
じ
た
通
り
、
江
戸
時
代
の
海
事
に
関
し
て
は
、

幕
府
公
俵
権
力
が
途
中
淳
権
力
を
経
由
し
な
い
で
該
当
す
る
浦
・
村
に

直
通
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
瀬
戸
内
海
に
お

い
て
は
、
在
勤
藩
役
人
が
直
接
先
触
情
報
を
入
手
す
る
担
い
手
と
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
公
儀
浦
蝕
の
順
達
と
は
異
質
の
、
淳
権
力
問
独
自
の

情
報
ル
ー
ト
が
成
立
し
、
権
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
月
た
る
名
村
氏
の
情
報
活
動
の
特
徴
は
、
単
一
の
情
報
ル
ー

ト
上
の
一
拠
点
と
し
て
の
役
割
に
留
ま
ら
ず
、
藩
の
職
務
外
に
お
い
て

独
自
に
「
御
先
触
」
な
ど
異
な
る
情
報
の
伝
達
ル
ー
ト
と
の
接
点
を
確

立
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
が
、
在
勤
藩
役
人
間
に
お
け
る
情
報

の
確
保
に
直
結
し
、
か
つ
、
そ
の
ル
ー
ト
が
保
持
さ
れ
る
要
件
の
一
つ

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
回
は
長
崎
上
位
御
下
向
の
場
合
に
限
定
し
た

が
、
同
氏
の
活
動
は
、
瀬
戸
内
海
の
公
用
通
行
に
関
わ
る
情
報
機
能
の

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
の
、
重
要
な
切
り
口
の
一
つ
で
あ
る
と
指

摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
注
目
し
た
名
村
氏
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
未
解
明

な
部
分
が
多
い
。
ま
た
、
今
回
の
分
析
を
通
じ
て
、
な
ぜ
　
(
図
二
)
　
で

示
し
た
よ
う
な
異
な
る
淳
の
船
奉
行
所
同
士
の
情
報
伝
達
が
成
立
し
た

の
か
と
い
う
新
た
な
課
題
も
明
ち
か
と
な
っ
た
。
今
後
は
、
今
回
の
成

果
を
出
発
点
と
し
て
更
に
研
究
を
深
化
さ
せ
て
い
き
た
い
。

註
(
1
)
　
水
本
邦
彦
(
研
究
余
録
)
「
公
儀
浦
蝕
に
つ
い
て
」
　
(
r
日
本
歴
史
】
五

〇
一
、
一
九
九
〇
年
)
。

(
2
)
　
水
本
邦
彦
「
(
公
儀
浦
触
〉
発
給
の
諸
段
階
」
(
r
日
本
国
家
の
史
的
特

質
」
近
世
・
近
代
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
)
。
ま
た
、
国
継
で
順

達
さ
れ
る
浦
蝕
に
関
す
る
最
近
の
論
稿
と
し
て
、
同
「
近
世
の
国
継
浦

蝕
と
海
事
-
九
州
の
場
合
-
」
　
(
「
洛
北
史
学
」
　
四
、
二
〇
〇
二
年
)
　
も

参
照
。な

お
、
浦
・
村
へ
の
触
直
通
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
金
指
正
三
氏
の
、

幕
府
に
よ
る
海
雉
救
助
制
度
の
整
備
・
推
進
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て

も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
(
金
指
正
三
r
近
世
海
難
救
助
制
度
の
研
究
」
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
)
。

(
2
)
　
江
戸
時
代
の
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
御
茶
屋
・
本
陣
の
整
備
状
況
に
つ

い
て
は
、
東
昇
「
瀬
戸
内
海
の
本
陣
と
御
茶
屋
」
　
(
愛
媛
県
歴
史
文
化
博

物
館
編
r
海
道
を
ゆ
く
-
江
戸
時
代
の
瀬
戸
内
海
I
L
、
愛
媛
県
歴
史
文

化
博
物
館
、
一
九
九
九
年
)
　
(
表
一
)
を
参
照
。

(
4
)
　
柚
木
学
「
海
上
の
道
-
九
州
四
国
の
海
路
と
海
道
-
」
　
(
r
地
図
　
江

戸
・
明
治
・
現
代
J
、
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
一
九
七
七
年
秋
季
号
)
。
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柚
木
氏
は
、
「
公
式
の
海
駅
」
と
は
、
西
か
ら
長
門
下
関
、
周
防
上
関
、

安
芸
蒲
刈
(
三
之
瀬
)
、
備
後
柄
、
備
前
牛
窓
、
播
磨
室
津
、
摂
津
兵
庫
、

そ
し
て
大
坂
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
以
上
を
結
ぶ
山
陽
側
沿
岸
の
ル
ー

ト
は
、
同
(
1
)
、
(
2
)
論
稿
な
ど
に
お
い
て
水
本
氏
が
示
し
た
公
儀

浦
触
の
　
「
山
陽
ル
ー
ト
」
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
5
)
　
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
お
い
て
、
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
「
情
報
ネ
ッ
寸

ワ
ー
ク
」
の
解
明
を
問
題
提
起
し
た
の
が
井
上
淳
氏
で
あ
る
。
提
起
の

趣
旨
に
つ
い
て
は
、
井
上
淳
(
問
題
提
起
)
「
藤
戸
内
海
の
情
報
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
ー
松
山
藩
津
和
地
御
茶
屋
を
中
心
に
ー
」
　
(
r
地
方
史
研
究
」
　
二

九
二
、
二
〇
〇
一
年
)
　
を
参
照
。

(
6
)
　
拙
稿
「
瀬
戸
内
海
の
公
儀
浦
触
ル
ー
ト
と
津
和
地
御
茶
屋
」
　
(
「
伊
予

史
談
」
　
三
三
三
号
、
二
〇
〇
四
年
)
。

(
7
)
　
松
山
藩
士
と
し
て
、
代
々
津
和
地
島
(
現
愛
媛
県
松
山
市
)
　
に
詰
め

て
い
た
八
原
氏
の
活
動
記
録
で
あ
る
「
八
原
家
文
書
」
　
の
概
要
と
、
そ

れ
に
関
す
る
先
行
研
究
と
に
つ
い
て
は
、
紙
面
の
都
合
に
よ
り
、
同

(
6
)
、
そ
し
て
東
昇
(
解
題
)
「
八
原
家
文
書
解
題
」
　
(
愛
媛
県
歴
史
文

化
博
物
館
編
「
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
資
料
目
録
第
七
集
　
武
家
文

書
目
録
」
、
二
〇
〇
〇
年
)
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)
　
当
該
期
間
の
長
崎
上
使
靭
下
向
に
際
す
る
先
触
楕
報
の
煩
達
形
態
に

つ
い
て
は
、
事
例
ご
と
に
バ
タ
ー
ン
分
け
を
試
み
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
変
容
(
-
-
陸
路
選
択
の
増
加
に
基
づ
く
全
体
的
な
機
能
低
下
)
　
を
明

ら
か
に
し
た
。
こ
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
六
　
(
二
〇
〇
四
)
年

一
〇
月
一
七
日
に
開
催
さ
れ
た
二
〇
〇
四
年
度
「
九
州
史
学
研
究
会
大

会
」
　
(
於
、
九
州
大
学
)
　
に
お
い
て
、
(
口
頭
発
表
)
「
公
儀
油
絵
山
罷

ル
ー
ト
を
通
じ
た
藩
役
人
問
の
連
携
と
そ
の
変
容
-
江
戸
時
代
桂
期
の

公
儀
役
長
崎
御
下
向
の
場
合
-
」
と
題
し
て
発
表
し
て
お
り
、
別
后
に

お
い
て
論
文
化
す
る
予
定
で
あ
る
。

(
9
)
　
「
国
史
大
辞
典
」
第
六
巻
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
)
、
児
玉
幸

多
氏
執
筆
「
先
触
」
を
参
照
。

(
1
0
)
　
下
里
静
編
「
姫
路
藩
御
船
手
組
」
改
訂
版
(
一
九
八
四
年
)
一
五
四

～
一
六
二
頁
。
こ
の
人
名
簿
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
一
〇
　
二
七
六
〇
)

年
よ
り
天
明
五
　
(
一
七
八
五
)
年
頃
に
至
る
ま
で
の
約
二
五
年
間
に
わ

た
っ
て
、
そ
の
異
動
を
加
除
訂
正
し
て
い
る
、
と
の
註
釈
が
施
さ
れ
て

い
る
。

(
1
1
)
　
同
(
6
)
。

(
1
2
)
　
同
　
(
1
0
)
一
九
～
二
五
頁
。

(
1
3
)
　
大
坂
に
お
い
て
、
幕
洋
間
の
円
滑
な
連
絡
を
図
る
た
め
に
尼
崎
音
大

坂
蔵
屋
敷
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
論
后
が
発
表
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
永
嶺
信
孝
「
天
保
期
に
お
け
る
尼
崎
音
大
坂
留
守

居
」
(
r
地
域
史
研
究
-
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
着
良
紀
要
-
」
第
二
八

巻
第
三
号
、
一
九
九
九
年
)
　
で
は
、
同
琶
屋
敷
は
、
岸
和
田
語
の
そ
れ

と
共
に
、
政
治
・
提
前
の
両
面
に
お
い
て
在
坂
の
琶
屋
敷
に
対
し
て
肝

前
的
立
場
に
あ
り
、
平
素
よ
り
大
坂
城
代
や
再
訂
奉
行
所
と
の
堅
冨
な

関
係
が
桂
持
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

(
1
4
)
　
長
崎
上
使
駒
下
向
の
淀
睦
選
択
の
変
化
と
【
史
料
三
の
バ
タ
ー
ン

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
(
8
)
と
同
法
に
、
引
㍍
に
お
い
て
監

理
し
て
詣
ず
る
予
定
で
あ
る
。

(
1
5
)
　
r
八
度
家
何
周
日
記
」
第
一
を
(
中
島
町
人
原
家
巴
用
日
記
刊
行
会
、

一
九
八
五
年
)
一
九
五
～
一
九
六
頁
。

(
1
6
)
　
名
村
氏
と
在
措
磨
室
津
の
本
拝
と
の
間
に
お
け
る
生
白
の
河
佐
を
た
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定
さ
せ
る
理
由
と
し
て
、
①
室
津
の
有
力
な
本
陣
と
し
て
肥
前
屋
と
肥

後
屋
の
二
軒
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
苗
字
が
「
名
村
」
で
あ
り
、

そ
の
い
ず
れ
か
と
血
縁
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
関
係
が
考
え
ら
れ
る

こ
と
　
(
r
狗
津
町
史
」
第
一
巻
、
御
津
町
、
二
〇
〇
一
年
、
第
五
草
第
二

拉
(
表
三
四
)
を
参
照
。
)
、
②
長
崎
上
便
が
室
津
で
宿
泊
す
る
際
に
は
、

御
茶
屋
で
は
な
く
本
陣
に
宿
泊
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
裏
付

け
と
し
て
、
本
陣
宿
泊
に
際
す
る
様
々
な
職
務
規
定
が
明
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
(
同
(
1
0
)
三
二
二
～
三
三
九
頁
、
姫
路
市
立
図
書
館
所
蔵
「
姫

藩
典
別
技
」
一
九
を
参
照
。
)
、
そ
し
て
③
名
村
家
が
在
室
津
の
い
ず
れ

か
の
本
陣
と
独
自
の
関
係
が
あ
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
同
(
1
0
)
　
の
解

説
と
し
て
示
し
た
、
「
た
だ
一
つ
の
例
外
と
し
て
室
津
詰
小
船
頭
名
村
家

だ
け
は
代
々
役
職
と
も
世
襲
を
許
さ
れ
た
」
と
い
う
点
と
も
辻
稜
が
合

う
こ
と
、
以
上
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

[
付
記
]
　
本
稿
の
主
要
部
分
は
、
広
島
県
東
広
島
市
の
平
成
〓
ハ
(
二
〇
〇
四
)

年
度
「
学
園
都
市
づ
く
り
推
進
事
業
補
助
金
交
付
事
業
」
に
お
け
る
地

域
課
題
研
究
の
報
告
書
の
一
部
分
に
基
づ
い
て
い
る
。

(
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
)
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